
 

環境監査と

わが国企業の対応
木下知己

環境監査制度は，イギリス規格協会 (BSI) や ECの環境管理・監査

システムの制定，国際標準化機構 (ISO) でも環境監査の国際標準化の

討議が本格的に討議されており，本年末には確立される見通しである.

この制度は罰金や訴訟を避けるための手段，多大な投資を要する各種規

制への防御手段等に止まっているという問題がある 企業においては商

品レベルで環境をどう表現していく力、がポイン卜で，商品価値として「環

境品質J をとらえ，環境への負荷，省資源・省エネ Jレギー，省廃棄など

の地球生態系への影響を最小化する経嘗をめざすべきであろう.

境に).~任をもっ経済のための連介

(CERESIJ が村iI&された

従来の「公告」という考え方では，

特定の排山 iPR をコン 1 ロ ルすること CERES新たな環境問題の

台頭 EZ筑保全のために企は 1989 ，ド 9) 1.が環境を改常する方法だと考えられて

業が守るべき 10 の IJ; fUlJ Iセリーズ if;fII也球環境問題 J におしかし，きた

を発衣Wil(当時パルアイーズ I;;i WJ)Jいては，従来の「公害」に対弓る局所

(I'"かつ対引F療法的な対策では。$鰐は

地球燥境問題(1)

している.わが国における涜情削矧これまで

この原WIiよ.

生物悶の保護

天然資源の持続的活川

民棄物処明!とその量的削減

エネルギーの知的利 III

リスクの減少

立全な尚占"やサービスの提供

損害賠償

情報公開

r;;i均~I問題の専門取締役および管

①
②
③
③
③
⑥
⑦
③
⑨

解決しないということを社台が認識しは. J に.工場からの排煙排水・出

来物.自動車の排気ガス • inJ川の水質 つつある

11-1 でも.多くの資源やエヰルギー消

Vi をもとにヤ産活動Jこ携わる企業やi!t

汚濁など.発生源やそのJ51悶をある程

!立まで特疋することが可能な環境汚染

と健股被宍 いわゆる「公古J がrll Jl.、

「公山」は.

業界(工、環境に対するインパク卜の大

また，社会の重要与附hJ(吉さかりも.因果関係が比であった

単位としての立場かりも.せω行動~IH

言、や行動隊式の変更を強く迫りれつつ

ある

企業の環境責任論

アラスカ湾沖での

(2)

対策として，現段汚染物質の計測 除

内経の環涜事!;i弘 I'眠公書生産

土程などが次々と I-m発・導入され.制

度的にも環境規制|の強化等を通じて

せの較的はっきりしている二とから.

去技術。

i塑者の設1世

⑬ 評価と年次報告書の作成と公表

の九mれかりな 11. 1993 年 8 JJI)I在‘

アメリカでは.

4200 力 l におよぶ大江1 の阿川liA 出!正業公汗型のr;;i償問題の多くは解消に

約 60 討が者名している

この似日IJ が[十円される布、は， EZ岐に

73

による軍大な海洋汚染を契機に「殴

トモキ)(キノシタ~1[ 'li

|向かったといえる

(株 I II 本総;'~liJ f光州
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図 I EC 環境管理 監査ンステム概要

環質調査

企業方針 (初期調査〉

現状把握

機定機関への提出公表 環廃実行計画
笛加盟国の横定 環境管理システム
機関に提出し. 一環境方針，監査
般の閲覧 計画策定

+ +
外部被証

一公認環廃績証人 サイトの監宣実施

により襖証

+
預貸声明言の作成

活動状況，環震 必要日巳応じ計画の日E訂
関連テーヲの要 と標の設定
約等

イスとしての環境店主丘という日葉が注

H されている 環噴出査とは，有宍物

質の貯蔵や大気・水への廃棄物放出な

どの企業行動を，法{ドや規制l と間りし

fTわせて，それ勺を iii'守しているあか

しとして。規制を守るためのコストの

記録と報告書を作成し，九Hiの環境リ

ス;7 (賠償責任等)を軽減しようとす

るものである

(I)環境監査

fh1頃日1i fi は 91 '，nilかり欧米者 '·1'心

に議論されてきており， 93 年 6 月.

カナダ トロン卜での ISO 環境管則

規桝専門委員会で，何年秋をメドに

同際ル Jレを決めることで合音、された

(表J) ごの国際ルールのたたき f?

として欧州共同体 lEe) の案(図 I)

が有力視されている

これの要戸、は以卜のとおりである

な問題として浮かび 1-.がり，環境への

企業活動のあり方が問題仰され亡いる

今.環境と企業経営とのインターフェ

環境監査制度

導入の動き

ている

地球環焼|問題の深刻化がグ百一ハル

なった l時期に作柄支援団体がまま場した

が.そのほとんどは補償支媛活動だけ

で，セリーズ})f(WJのような企業の環境

指針を討会に訴える団体は現れなかっ

た.

しかし，地球環境問題への関心の高

まりとともにー経同;illiが 1991 年 4 片

に 作業に対しすべての事業活動に関

する環I克アセスメント(影響許制i)の

実施， fh1 1克担当の役員の組織の新設な

どを求めた「地球環境活羊」を発表し

た その後， 92;1'10)J には，通産れ

が「環境に関するボラノタリー プラ

ン j を.また 93 年 2 )jには環境庁が「環

境にやさしい企業行動指針」を定的，

企業に対して隙境問題への対比、を促し

いる j点にある

ドイツでは， I連邦環境を意識した

経活協会 (BAUM )jが 1987 年に設

立された BAUM の Ij(ドJ IS , Jiii l克管

現l ンステムを企業内部に作り，企業の

効率的な環境対策を援助することであ

り，

① 企業家の環境責任の強化

②エコロジ や経済性に関連する

情報の提供

③ 企業聞の経験交流の組織化

④ 「経岱エコロジス卜」という新

しい職業イメージっくり

⑤実験プロジェク卜や研究プロ

ジェク卜の実施

⑥ 供給背側の部岐に闘する義務の

鉱大

⑦ 嵐官物竹開会 II の義務の拡よ;

③ 同際機関を戸;めた(也の機関のl

コロジカルな iMVJの科、街

の 8m円に具体化されている.

BAUM には 92 1， 1 現在， 380 以|の

ドイツおよびドイツ同外企業の支tIが

メノパーとして参加l し‘オース卜') -f

やスウェーデンにも関連組織がある

また， BAUM は現 11寛管理 i に関する会

議やセミナ を ~m いてメンハ企業に

M新の情報を提供するとともに。メン

ノミー企業の疎開活動について広報活動

を行うなどして，企業の Jh'i l克対:殺を支

援している

H 本では 1960 jド代後斗、ノ k俣病詩

の公害 /t\ll 起が発生，大きな社会問題に

大きな影響を及ぽす立場仁ある企業

が.現在・将来の環境に対しと重大仏:

立任があることを向:I t し自りの行動を

f~tt してし、かなければならないとし、う

「環境責任」の考え力を明亦するとと

もに，情報公開や環境政査の実胞・公

開3 の!京日 IJ をill!じて，地域門会との協

調関係を再構築するべきであるとして
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① 企業が公告対策与ど r>i J克プログ

ラムを ii:nx

③ 事業所ことに慌丘を実施しで報

告舎を 11'n>'.

① I-.H日⑦を外部の公，沼環境検話人

(あるいは機関)が認定し‘外部

に公表

なお. ISO の委員会 iTC207J は

サブ委員会が SC l-SC6 があり，環

境科~J!.ンステムに|到して SC 1 ，環境

監査について SC 2 で検討することに

なっている(図 2). SC1 内部ではワー

キング グループ WG 1 , W G2 を設

け. W G1 は f;.1.t}l1S:珂システムの詳細

頂門と利III案内について検討，WG2

!.t r~t誼管理システムの原理の文書化止

総fT的年指針について検討している

SC2 では，ワ キング グループで

般JWWJ. mi査手続き.民査人の資栴

について検討している

(2) 圏内企業の導入動向

問|列企業の対比、 E は，欧米に輪山が

ot い家~r;メー力ーを r!-l心にNI寛監査を

導入する "Jきが高まっているが，制度

,, 1 環境管理，環境監査ンステム国際標準化への動向

1S0 日 本 EC. イギリス

91/6 世界のビンネスリーダー

50 科カ、らなる Rf'只円が ISO

に段慌に閲する脱栴の l国際

標唯化を依頼

9117 ISO が SAGE を足立世

日2/ ;j ~;C長 H会が 1;;1境監査制則

東告発孟

92/4 イギリス脱楠協会 (BSI)

が環境行理ンステム (BS

9215 ISAGE で値目段以| II 本品』棉協会に尽境管理様 77 印)尭主

権化検 H蚕n会が ;&i f(

92112 経|叫速が原境監査 WG を

,&m
93/1 ISO が T口ー 207 を設世

田13 EC 環境哲理監査脱則合 E

93/6 第 I lll)TC~207 会議 TC-207I~ 内対策委 H会

カナダ トロ/卜で附僻 (t;;j境~理審議委員会)設置

問/1 0 部 ljll] 分科会 環境管理審議委員会 H本来

オランダ アムステルダム 収りまとめ

で凶併 i

現荘一一

一凶僻94/5 TC-2 肘第 21 11 J会議

オーストラリア・ンドニー

で開催

94112 Ji;1境)(理。市立1l'脱柿公 li.?

95/4 EC 環境竹理監査規則発効

95/6 .E;~~?理監査脱略発効。

「ーーーーーー一-，

I TC176 i
: (面質管理 』

i 保証) i

「ーーー『ーーーーー・「

iISoj
」ーーー______.J

r-ー---ーーーー-、

: Te207 :
1(環質管理〕 l
L

注) ( )内は幹事国

SC1
環1貝管理

SC2 SC3 SC4 SC5 WG

システム
環l見監査 環貫ラベル 環評価i貝実積 ライフサイ

SC6 製昆規揺 1こ

ワ)[..分析
用語と定義 おける環境

の視向

機討終了は

1998 年以降
(戸メリ力)

1994 年12月

の規格公表

を巴指司

(イギリス〉

'94/6

1994 年12 月

の規格公表
を目提言す

(オランダ〉

績討終了は

1996 年 1 月
以降

(トスト)
ラIJ ).J

積討終了は

1998 年以降
(フラン λ)

図 2 ISO-TC207 組織図

積討スケジユ

んは未定

(ノルウエ )

1995~

(ドイツ〕
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表 2 国際標準化による企業への影響

規楠を取得する場合のコスト 腕時を取得しない掛合のコスト

業務の流れを文，If (マニュアル)化すること -n佑ィ、取得による指定企業からの除外(政

による TIiU とコス卜 府，企業)

製造ラインの公丘による企業聡揖保持性の低 -lim./';の IIからみた企業イメ ジのダウン

ド

標準化の有力な原案とみりれる

BSIや EC の案は.組織設問 H 標

設定とその管現方法のマニュアル化什

いつに環境保全活動の流れを規十品化す

るとともに.外部の第三者がチェック

する現lJ寛 Wiifl の突胞などである この

ような業務の流れを 7ニュアル化寸る

こと.第三者の審査が入る布、心ど守考

え方は品 nl 奇想 I 規絡 ωISO-~OOO ン

リーズと同じである このような規格

が導入されたことによる企業への影響

は表 2 のとおりである

② 現在までの対応

ISO が進める同際標準化に対して.

工業技術院と環境管理規物帯議委員会

の要おを受けた経団連の作業グループ

が句 93 年 10 J-j, H本の案をまとめた。

しかし，すでに [SO 等は 91 年かり数

|回の会 fT を重ねて今円の TC-207

に烹っていることなどを考えると，か

なり i崖オ1T いる H 4:案は企業にと「

亡取得が寄易な規絡を 11m し亡おり，

当 illjの大きなテーマである環境管理と

環境監itについてのものであるまた，

これは外部機関による慌査実施など厳

しい規栴案を提案する欧州と 規絡化

自{本に~1t色を司、しているアメリカとの

1mをとったものとなっており，以下の

とおりである

①環境保全活動の円標設定や検証

は企業の自主性を尊重

② 環境監査は引|付による内部町査

とする

③ W~fi の告Jj~ は声明~:にまとめ第

三者機関の認祉を受けるが， I}サ谷的に

義務づけるのは九同の環境関連法規と

の整合性までとし.それ以 i の公表は

企業判断;こ委ねる

(3) 今後の課題

93q の IJ に T(-207 第 I 副委只会

"，:， .f:}.] 併コ引七カ_ ~3:f 10)J に環 I克符

でし 1 る.

(2) 日本企業の対応

同本の企業は，地球環境問題の台闘

とともに，環慌に~r~質した命業活動の

梢築を1-1指し，環境保全計画や行動指

針を策定して。社内の1>1境管理体制lの

強化，再資源の強化，i'iエネルギ一対

策町オゾン屑破壊物質の全焼，環境に

やさしい商品っくりき;;/:--取り組 λ でい

る 」れりはオゾン阿保護，地球温暖

化防止などを念頭におき。地球環境問

題を幅広くとりえているのが特徴であ

る 方， ISO との対比、かり見ると

以下のことが指摘できる

① ISO 標準化による日本企業へ

の影響

1987 年にイギリス規絡をベースに

した品質宵JlI{の同際規栴である

150-9 ∞o シ，)ーズか制定されると，

その規執が組織・管理面 l を rll 心とした

システムの分野の規格であったため日

本の企業にはなじみが務< -また圏内

の規棉取得の体市 IJ 準備のill"れもあっ

て，規桝取得にかなりの期間と費削を

要した また，同規絡は EC 市場内

の流通促進の手!::.zとして EC 指令と

しても採附され.納入業者として EC

に製品を輪山する H本企業にも規格取

得が要請された

今回の環境管理・環 t克民主に闘する

規格も同じ組織 管理面に対する規格

であり_ TC-207 内での、それぞれの

小委員会 ISCI- SC2) の幹事もイ

ギリス・オランダが占めるなど， I司際

標準化の議論は EC 勢の干場で進ん

産業界の対応

が確立されていないため.各社が独自

の基準で導入を図っていゐ また外部

公証人による監査や認証制度の導入に

対して.鉄鋼.化学業プラン卜・メー

カ は従来の立ち入り検査に IJ rJえ切さ

りに監査や認証が必要となることへの

費用情が懸念されている

(,)先行する欧州企業
欧州の企業は.現境問題を企業経世

の「コスト」ではなく「チャンスJ へ

と転換を凶りつつあり.環I克先進国を

競いあう九同政府の規制強化をビジネ

ス拡大の好機としてとらえー環境関連

分野へ結傾的に投資する企業がWI加し

つつある rj-l でも規制lが厳しいドイツ

の向動車メ カ は， Jlilt;;工会社に雌車

の無料引斉取円義務を負わサる規制|の

法制化 1)'lln近に迫ったこともあり， r し 1

ずれも EC，円米にも同様の規制!が広

がる」と見て.先行に対応する P); きが

出てきている

環境問題への取り組lみを.fJ!!帳的に

PR す品大企業ω出現ら見逃すニとは

できない イギリス化学業界の大手イ

ンペリアルーケミカル インダスト

リーズは，環境i怯B市IJ Iltの義務化を先

取りして，欧州内同の工場から廃棄さ

れる廃葉物を極熱ごとに 14 1ド公表し

て，的資者の理解を求め.介わせて企

業イメージを高めることに努めてい

る
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理と環I寛監1i(J)分科会も聞かれ，それ

ぞれの同貯訓怖は例年 12 Jieの規柏

の公表を H指すことでいLi'Jしている.

94 年 12 JJ に公1<できれば. 舌の 6 か

JJ後の 951 下 6 Jlには規絡が発効する

見通しである たとえ ISO で回際規

怖がまとまり与くても. 95 年 4 月に

は EC が独向の縦絡をスタートさせ

るという状況であるー

現在までの 1501 付の委員会の議論

においては，脱俗化を推進するインセ

ンティプのある同が議論を引っ張り.

1也の悶々がこれに対札、するとの図式に

なっている。欧州の悶々は. 95>104

)I に発効する EC 環境管理ー監査規

則への対l亡、を迫られているために.規

的化を推進する中心となっている.

反対に.欧州のjffiめる規絡化に難色

を市しているなかの つが. SAGE

(StrategicAdvisaryGrouponEnvi

ronmen r)の段階で i崖れをとったアメ

リカである これは，スーパー 7 アン

ド法ご手が制定されているアメリカで

は.企業向身が環境法への遭守性の臼

じ診断を h い.J;;;境') A7 を凶避する

こと務 H的として，自主的に環噴監査

が促されているためである そこで.

アメリカは悩械的に WG の議長等を

引き受けるなど ISO の議論への影響

力を行使できる体制を整えたととも

に. SAGE(J)活論にとりわれること

なく議 aを振出しかり始めたいとの志

向をぶしている

このよう♀議論が今後も続くと忠わ

れるが.しかし。 I50~9000 シリーズ

でイギ')スの品質符耳 11 システム規絡

855750 がベース r なったよう仁.

ISO では幹事医|の原案をもとに規栴

III 案がまとめられる傾向がみりれる

rC~207 内の Th1 1党特別 I ンステム分科会

においても，イギリスが幹事同となり，
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原案として RS77S0 を改良 U: r環境

管喫システム(奈川が提出され，今

後検討されることに♀っているまた.

環噴院宣分科会はオランダが幹事国と

なり. EC の環様管理ー監査規則が採

ill される。可能性が布くなっている

H~ においては，環境管理規格審議

委員会が設問され唱国際規協の検討が

行われている しかし 傑準化の討議

に山遅れたことや TC~207 内の主要

分科会の幹事悶に人つてないことを考

えると· 1-14:ヵ、リーダーシップをとっ

て組梢案が大きく変わ岳ことは考えに

くいが· H本の与え方を ISO 原案に

反映すべく M大阪の 53 力をする必要が

あろう

いずれにしても守 ISO 等の動きに

対して村内体制やぷ??類などの整備を

事前に行うなど 受身(".は江〈白iJ向き

の対止、が必要 Cあろう

わが国企業の環境

品質向上に向けて

(1) めざすべき地琢企業のゴ ル

消費者の地球環I育附頴への関Je、の高

まりは· !I'· に公書対策とかオゾン層破

i尭防JIーなどの 71 -)レドを越え.人1m

生活に彬響が山始めつつある地球環境

の曹、化を少しでも食い止める，あるい

は良11 'd.'地球環債を古IJ造しようとする

ことへの態!立表明と 3えよう.まだ現

在のとこうでは.J;;;境~化防止が先行

しているように見向けられるが句いず

れ地球環境の良質化がuiJばれる時代が

やってくることは明白である.可能主

り.人 II~Jの }-!:.rl fiilfi 1i}J. t:.)~活動の中に

組み込み，地球部筑の良rt化を実現さ

せること，つまり人川が "17.rlf; していけ

ばいくほど地球の五耳鳴川町を向|させ

ることが究州の I Iti!~ (ゴール)とコぇ

ょう

一方，環境監査制度は罰金や訴訟を

避けるための手段や.経'必上の配慮と

多大な投資を要する品種規制への防御

手段にとどまっている問題があり，

60-70 年代の環廃問題に対する一つ

の回答とし Cは評価 Cきるものの，こ

れかりの環境共生時代に生き残る経営

手法としては.心もと与いと言えよう

そこで.商品価値として「品質j を

と白え♀おし.環境への負担;J. 省資源

fiエネルギー，破)\lコストなどの地球

生態系への影響を府側軸にとらえて，

適切な品質のコントロー jレを行うとす

る試みとして.ここでは ECO~QC の

概念を提案したい。

[ECO~QC の考え方1

ECO~QC は. 11日向りが各種の提

案活動・生産プロセスの見直し等杢通

じて.ボトム i ''J 7' 型で，企業活動の

あり方を総点検するという従来型の

QC活動の特性を活かしつつ.真の意

味でJ);l境に配慮した If，仙占を産みだし，

ひいては.企業経常そのものを環境向

伴型に盆革しようとす岳も ωであ岳

ここでコントロールの対象となる

「品質 j とは.生産に筒媛関係したコ

スト・歩情率といった評価尺度以外

に，以ドのよう位項目をも包寂した概

念、である

① 顧事;・消費者に対する継続的な

満足感の提供

② 「七 l主的イニシャルコス卜七戸亡

なく. r士川コス卜・燐)\lコス卜を含ん

だ.製品のライフタイムコスト

(1)製品の信頼性・耐久性

④ 製品の反 i主l史川やリサイクルの

可能性

⑤ 型l造 • mUm ・ i士 III· 処分の九段

階での iI，環境 fl術性

ECO~QC で(;::， JJ;i 材料の訓述中
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• ECO-QC'f-'-'j'7J頁目 |

⑥必要であれば. トータルなエネルギ効l'に優れた i}~lrll'l

開発の方向廿を検J干し守甘 II，の ;;"J .i!i剖qnJへ 12案

②原材料

阿付料の選択とその剥注hit は，コスト削減のれになるとと

もに?材料供給業者 同社与を過して τ 田際的与環境保七にも

大き主;~轄を勺えることに屯;る

① Jj.'l立i工 f~1や製id， n(.ふが求める叫1材料特性ー機能を整型r し

たうえで!輸入国-~N，-地と採取状況守材料の(u:険tl や環涜破

壊世などの的報を i)( Jf

② 材料の使III' }III工過院で先生するイ~[~~~:汚染物質の排出量

/生産量を算出し。排出焼如lの現状と比較検討

③ 代替問E材料を 'J ストアソプし守採取H与の環r}'ll'!前 輸送

コス卜や、製造工位における政成保全コスト・ヲJ働やエネ

ルギーの節約jEなとを比較検討

④~~-;出現防?の財政方法の改持 制治器具のr~l!J:. 化守同II)(

リサイクルの充実可輸送方法の変史などにより.即材料利

用の効半化， t:取と邸t克臼(，;rの削減対策を実施

⑤長期的にほ 原材料の供給業者等との交渉を通じて 持

航可能でp~r~el «ifの少ない目ι料調路 h帯夜険対

⑥ 危険物質白山川停止や代替原材料への転換を凶り.必些

'i.tJ)jf'lには， ，1:3干物目的開発を H 内外山エノジニ-( I) ング

部門や研究開先部門に依頼

①ヱネルギ

... L 一一一

企業活動

⑨製品デザイン

開発

④製造
生産工程

⑤リサイクル

.-/'
レ'⑥マーケティンダ

販売

e- ーーーー産出一一一--，

円
排出物

。製自

「一一一一投入→ー→一一 1

廃棄 :
、一一一一ーー一一一一ーー一一一ーーーーーー-"

⑧使用

II

⑨制度

政策

① エネルギ

エネルギーコストは企 J~ H:';:~ .J!>U在刊に大きな影響を持つた

め エィ、ルギ-if1\"(の X'舎を管理 4- ;.)とともに 製造工程での

効ヰ甘改ff;-のためのアイヂアを見つける

① if:阿・附 't:i ・人 ιn~ljiの製造部r'JU外の 11 内スタァフおよ

びH 外の専門京を命む~jf正グル プを 1i2VJ

② 代替エ不ルギーの可能性や1'1エ不技術などの的報を収集

し，工fiUJIJ工不ルギー泊 tIl実態との比較検E討を実施

③前開IIド0i'Iエキ、伎術の導入による財政Ii')節約 "r能fIを験iN

のうえ.職場での小さな改7奇策のffiみ lTIねを k施

④長!日l的自エネmむとして サ嵐長 労働II 与 II.\J あたりのエ

千ルギー 1内j"('止の仏、ない製iiE工Nの児 IrI し I:.l¥--T

⑤ r' !H?~illI1 の if H'i 府l川ーメンテナンス 廃棄にかかるエ

布、ルギ泊四引を tma 十し ト タルの消費用を日正

③。製品デザインと製品開発

阪本 (('.If， み対止、とし C. 'I> ~"II'I デザイ/や附 jt の段階から，砧境

影響と収益惜の rlL ]f 而に配慮した検討が求めりれる

① 白社製品のカタログを作成L"祈伎術 代替材料の採問

や句古 Ill';;!! の際市化などによって環悦保全型デザインに布、検

μI 能な製 l'U') "l:I) ストアップ

② 由J周年数.モデルチェンジ.足 iii 尚川 It などの苦 U:i 力、ら，

メノテナンスと耐久引をk;-r.fl-したl} ~i: 山をデザイン

① リサイクル， /{l貸出 aの品1.'・ 1から，効率的かっ持続可能な

原材料亭 l川を "r 能に司る商品のテ'ザイン

④ 計算機シミュレーシヨ/や人間工学的知見を活用し、利

III しやすい製品デザインの採川

⑤ 1'11 1 の持つ技術ンードを 't; かし た先端的な製品の開発

I ， 'JII' に括合白川や ~1 物聞を和|川司る型 Un'1 には|分配慮した

エコロジー!出惣を主 l明寸るようえ~ ;J 'n?d~f を企 lltli

⑥ ハヌケ ンングては。 1 1J]J 1~ リサイクルー分解可能性.

輸送・附肢の nん~'rj 主と!こ内t:'，~
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④ 製造・生産工程

製品の製造 jミ庄] ~ f'j~の見出しは，その過程で生み山される

廃~:f却を減少させるとともに、効半nJ~tJ 資源不IJ用を jill じて 製

造コストの削減につながる

① 現{Lの県足i工品l と伎術を，l1~; L"現行の環境保全珪{{Iiを

満足あるいはより厳しい~J~i1主をも満たすことを確認

①製造段階での陥a材料特性の向上、有占雌棄物の抑制 エ

不ルギ- }!Fj"の 1;'Llに It，)けて短l悶対策を k施

③ 危険物的の代替 tii技術の導入，環崎保全装i白の高度化

などで，継統的'.生産プロセスの見 ll'f l， • /:斗 l世，n

④ イ f~~で物\'(の ["Pix，旋支物のリサイクル，排軌利 III むど生

l近 l 院におけるケローズドシステムの品度化

⑤ リサイフル

'i サイクル iiI!誌の確立に向けて。伯極的に n 社製品の見山

し・リサイクル古川1百のWII を行うとと ι に 政官官的側Illjから ι

促案促u をiTう

① リサイクル部品への転換がれJ能な製品をリストアッフ

し.転換II干のコスト ベネフィ γ トを町1 'J~

② Ni-iの処分Iii!、による戸];.42処即コスト エ布、ルギ :t

の消砲を比較検;Hし リサイクル;JIE裂を抽疋

③ 引内外でのリサイクルを可能とする ll%'n'J アサインをJ、施

し句 1'1 H: !JIJI'1I 1 1 (J) ITf 'ft悦 1ヒ〆ゃを向上

⑨ l恒ノL網やリサイクルJUi との交渉を通じて リサイクル

r/-iJ:品目硝立を支援

⑥ マーケティンヴと販亮

1'1 ネ l 製品をiIH\者に llii ける段階であるマ ケティングと版先

においては.イメージや外観のみでなく。エコロジカル与商品

価虻l を。確実にな、ぇ ω ことがin裂である

① エコマ クの1日仰や句過剰l包宍やそのA、材についてパ y

ケ ジデザインのfll険んI を実施

②現行のl配Jし体制の見 II'i し，アフターサービス 相談サー

ピスの充実， I.ム (ll ぺ'((ムメディアと内科の見 It'.!: L

① f岨時rJ1 抗る E;:l J古コストや時出保"Ef[ などの製品川環出

「耐仙に附する情報を卸売り;."::れや lim Iiに促供

性) '"担坑コストの小さい輸送システムの選択を行い‘流通ン

ステムを II}検 z汁

⑤ エコロジカル t，;， rl'tjin1J(11Ii11引をより評f出するマーウァト セ

グメン?を'I'弘、と司るマ ケテイ/グ W; ，)'~i臨時の;n~と

k施
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⑦廃棄物・排出物

~t: f! i:' 活動かり生<fる佳業廃積物切さらに企主泊動に伴ろ 般

廃棄物・ t非 :u 物の総長を削減していく

① 白社かりの廃禁物 排出物の発生状況とその JC~!:. J:.f却を

肥出し。それらの処理の現状を確認

③副 !!i 物、特にイ l古物質的存性ー残留期間 処理問題なと

のt/i 報を収集し句防棄物対策の優先順位付けを芙施

①騒 ;t プf ス 微粒子 .'.m 臭等を含めた排出物と，それを

'I む C f' I! を lりl りかにし 排山市 I[御方策を検討

④げ E荒物と排出物の除去 削減をめざし可 1也の ~1 嵯Jh li. や

血Jf8f 仁プロセス持の採!円による代替案を;IT正

①除去 削減成出。実施の l許易さ、財政 rl'~コス l を比較検

[j， t し k施苛べさ 1に i曹京を選択

⑥ 再引のためのイ 1 動百十戸 II を市正し.廃棄物・排出物の総長

削減効県を継続的モニタ 'J ノグ

⑥使用廃棄

?'NII'l を綻供司る企菜として， ト タルの製品ヲイフサイク jレ

の背任を持つ必嬰がある 製品を i仕終消費者が使 ITI し jti 終的に

は幅恋する且 i fy や. N11'u'j'Ij q!\l 村として帥の合主が間入する悶

{'，-のチェアクがピ、裂である

① nH:'f~"IIJ，が1士 III され -(.J品 :~U)環地n "(OJ何度や，不適切

主使川による珪;tiH佐';+;の "I能性があるか丙か などに闘す

る↑古報の!り l示

② 製品供給計として ， ni'走サる手II川方法ゃ廃棄方法伝どに

同村る|分ιf白報促供と!;グ サ ピス

③ iM'!占がリサイクルしや寸いような型nIl]デザインや。消

作者が行う民棄物処理の立疑(白い取りなど)の椴iiJ

⑨ 制度・政策

E.;[t}'ij車止対取に 1) する免税H).置や助成金のや l川など

ECO-QCの五月 IIこ向けて‘1' 1 治体や政 Iff に働きかけていくこ

とも且攻になっている

① 別hの市 [I;): をイ i '4Jに不 '1111 L" '"君岐保全}~!製品開発に M司

る投資戦略的全判的心計州 承認

② 政Jfr .1'1i(i体~~の開場政指に附 -4 る継続II'J日報収集ι

E現地投'It を:主提弓るような政策t~;] ロビー h~11J

③JJ.1 tji関連のコノサルタ /1、や環境保諮問体などとの情報

交換や 品，rプロジプク卜八のWi/，\'
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産・使用・処分というトータルな製品

ライフサイクルの各場面で，収益性基

準と環境負荷基準の両面から製品の

「品質」を評価し，それにより，より

商品価値の高い製品の開発が実現され

る.

[ECO-QC チェック項目 1

78-79 ページに示す.

(2) 企業の対応策の提案

さて，環境問題への企業の取り組み

の基本的枠組みとして，以下のような

点を挙げることができる.

① 環境問題に対する企業の意志表

明

環境憲章の策定，各種のロビー活

動・政策提言

② 社内体制・組織の再編

環境専門部門の設立，専任スタッフ

化，社員環境教育，環境情報収集提供

③ 自社の事業環境・市場の検討

エコマーケテイング，地球との連携，

自社製品見直し，製品アセスメン卜

④ 環境保全型技術への開発投資

生産工程の再編，技術開発・導入，

80

テクノロジーアセスメン卜

⑤ エコ・ビジネスへの進出

新製品・サービスの開発

⑥ 社内外の環境保護プロジェク卜

支援，環境スワップ

しかしながら，特にわが国では，環

境問題への取り組みは，以上のような

具体的アクション以前の，より根本的

な次元での意識およびシステム変革が

不可欠であると思われる.

すなわち，これまで個々の企業に

とっては，環境問題への対応は，環境

基準等による規制をクリアするために

行う「不経済な」問題と考えられてき

た.また，マクロ経済の視点からも，

環境対策は経済成長を鈍化させ，物価

高・失業増・国際競争力の低下ーなどに

つながる「負のイメージ」を持って議

論される傾向にあった.

しかしながら， I環境問題」に対す

る人々の関心の高まりを，これまでど

おり，企業活動に対する制約条件とと

らえている限りは，この「環境共生時

代」に世界に受け入れられるような企

業活動を行っていくことは困難である.

世界の中で日本の置かれている立場

がかつてのものとは異なり，グローパ

ルな国際貢献が求められるようになっ

た現在では，従来までの「安い，高性

能，多機能j をやみくもに追求する生

産システムから， I適正な価格と利潤，

適量生産，省資源・省エネ，環境保全」

に配慮した生産システムへ転換してい

くことが求められている.特に，日本

が世界に発信する情報は，その大きな

部分を占める「製品」によって評価さ

れる以上，新たな「商品の顔」づくり

へと生産システムの転換・再構築を図

ることが重要である.

かつての石油危機が日本の省エネ技

術の高度化をもたらし企業の収益性を

高めたように，そして，公害防止を目

的とした投資が新しい技術開発への出

発点となったように「環境問題への対

応策を世界に提案するとともに，新し

い次元での収益性を確保した企業経営

のあり方を示していこう」とする姿勢

が今求められているのである.
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